
 

企画提案競技実施の公示 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。  

 

令和６年２月 19 日  

    独立行政法人都市再生機構西日本支社  

     支社長  村上 卓也  

 

１ 業務の概要  

（１）業務名称  

令和６年度都市再生事業に係る広報戦略策定及びプロモート等業務  

（２）業務内容  

   ・広報企画策定業務  

   ・プロモート業務  

   ・認知度調査業務  

業務内容の詳細は別途交付する仕様書のとおり。  

（３）履行期間（予定）  

覚書交換日の翌日から令和７年３月 31 日まで 

 

２ 参加資格  

企画提案書の提出者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。  

（１）独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市

再生機構達第 95 号）第 331 条（契約を締結する能力を有しない者又は

破産者で復権を得ていない者）及び第 332 条（当機構から取引停止措置

を受け、その後２年間を経過しない者）の規定に該当する者でないと。  

（２）当機構関西地区において、令和５・６年度物品購入等の契約に係る競争  

参加資格審査の業種区分「役務提供」の認定を受けていること。  

なお、当該競争参加資格を有しない場合は、参加表明書提出期限までに

競争参加資格審査の申請を行うこと。競争参加資格審査の申請書の提出

先は次のとおり。  

＜申請書の提出先＞  

    〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13番１号  

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階  

              独立行政法人都市再生機構西日本支社  総務部調達管理課   

電話 06-4799-1035 

（３）当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停  

止の通知を受けている期間中でないこと。  

（４）不法な行為を行い、若しくは行うおそれがある団体、法人又はこれらの  

団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託者として  
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適当でないと当機構が認める者でないこと。  

（５）会社更生法（平成 14年法律第154号）、破産法（平成 16年法律第 75号）、  

若しくは民事再生法（平成 11年法律第225号）の適用を受けていない者又  

は会社法（平成 17年法律第 85号）による特別清算を行っていない者である  

こと。  

（６）暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者で  

ないこと。  

（定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契

約約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等に

ついて」→「別紙  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又は

これに準ずる者」  

http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf  

を参照）  

（７）平成30年度以降に受注し完了した下記のイ又はロの業務において、１件

以上の実績を有する者であること。（再委託又は共同企業体の構成員とし

ての業務を含むが、その場合は申請者が当該部分の業務を主に担当した

ことを証する書類（実施体制報告等）を提出すること。）  

   イ 同種業務：広報戦略策定業務  

   ロ 類似業務：ＴＶ、雑誌、インターネット、イベント等を活用した  

プロモート業務  

（８）次に掲げる条件を満たす業務責任者を本業務に配置すること。  

① 平成30年度以降に受注し完了した上記（７）の業務に従事した実績を  

１件以上有している者であること。  

② 参加表明書及び企画提案書の提出期限日時点において、本業務の参加  

表明者との間で雇用関係があること。  

（９）共同企業体の場合は、すべての構成員が上記（１）から（８）までに掲  

げる条件を満たし、かつ、構成員全体として上記 (5)に掲げる条件を満た

す者により構成される共同企業体であって、「競争参加者の資格に関する

公示（令和２年 10 月７日付総務部長）」に示すところにより、本業務に

係る共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けているものであ

ること。  

共同企業体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野

を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。  

 

３ 企画提案書の提出者を選定するための基準  

応募要件に定める事項に欠格事由として該当するものがないかを審査する

ことにより、業務を適切かつ継続的に行なう基礎的能力の有無について絶対評

価をするものとする。  

 

４ 企画提案書を特定するための主な評価基準  
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（１）経験及び能力  

（２）企画提案内容  

①  当該業務の目的・内容・課題及び重要事項  

②  配置担当者の経験・人数・協力体制  

③  実施スケジュール及び実施計画  

④  別添仕様書に基づいた広報戦略立案及びプロモートを実施する上で

の提案  

⑤  参考見積  

（３）ワーク・ライフ・バランス等推進企業評価  

 

５ 手続き等  

（１）担当支社等  

   〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目 13番１号  

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階  

             独立行政法人都市再生機構  西日本支社 総務部調達管理課   

電話 06-4799-1035 

（２）企画提案競技説明書の交付期間、場所及び方法  

①  交付期間  

令和６年２月 19 日（月）から令和６年４月 11 日（木）まで  

②  交付場所及び方法  

当機構ホームページからのダウンロードによる。  

（３）参加表明書の提出期限並びに提出場所及び方法  

①  提出期限    令和６年３月５日（火）  

②  提出場所    〒530-0001  

大阪府大阪市北区梅田一丁目 13番１号   

大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階  

         都市再生業務部業務推進課   

電話06-4799-1172 

③  提出方法     

５（３）②に定める提出場所に書留郵便による郵送で提出すること。  

持参又は電送によるものは受け付けない。  

（４）企画提案書特定までの流れ  

① 当機構において参加表明書の提出者の参加資格について審査を行い、

企画提案書の提出者を選定する。  

② 上記により企画提案書の提出者に選定された者のみ、企画提案書を提

出することができる。  

※プレゼンテーション実施予定  

③ 当機構において、提出された企画提案書について評価を行い、もっと

も優れた企画提案書１件を特定する。  
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６ その他  

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）契約書作成の要否    要 

（３）関連情報を入手するための照会窓口    ５(３)②に同じ  

（４）２（２）に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も５（３）によ

り参加表明書を提出することができるが、企画提案書を提出するためには、

企画提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければなら

ない。  

（５）詳細は企画提案競技説明書による。  
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